
第１９回喜多方市自治基本条例策定市民会議 

日 時 平成２３年９月２９日（木） 

午後１時３０分 

場 所 喜多方市役所大会議室 

     

 

次    第  

 

           

１ 開 会 

 

 

 

２ 委員長あいさつ   

 

 

 

３ 議 題 

  ・全体会議 

  「その他」の条例項目の整理 

 

 

４ その他  

 

 

 

５ 閉 会 

 



喜多方市自治基本条例策定市民会議委員名簿（順不同・敬称略） 

                                    NO1 

 

 

 

№ 区  分 氏  名 備  考 

1 

議会選出 

委員 

渡部 孝雄 市議会議員 

2 長澤 勝幸 市議会議員            （事務局）  

3 田中 雅人 市議会議員 

4  渡部 一樹 市議会議員 

5 冨田 幸雄 市議会議員 

6 

公募委員 

星 敬志 喜多方市字前田          （事務局）   

7 佐藤 彌右衛門 喜多方市字寺町 

8 岩渕 法子 喜多方市字さつきが丘       （副委員長）  

9  高畑 孝一 喜多方市慶徳町松舞家 

10 高畑 幸子 喜多方市慶徳町松舞家 

11  星 宏一 喜多方市字北町 

12 山口 明彦 喜多方市塩川町字東岡 

13 須田 敬 喜多方市塩川町五合        （委員長）  

14 五十嵐 快治 喜多方市塩川町遠田        （事務局）  

15 唐橋 巖 喜多方市山都町蓬莱        （事務局長）  

16 渡部 よしの 喜多方市山都町三津合 

17 清野 正和 喜多方市高郷町川井 

18 生江 邦光  喜多方市高郷町西羽賀       （事務局次長）  

19 田代 かよ子 喜多方市高郷町上郷 

20 原 市郎 喜多方市熱塩加納町宮川   

21 原 昭子 喜多方市熱塩加納町宮川      （事務局） 



NO2 

 

 

担当職員  総合政策部長      菅野 康裕 

      企画政策課長      江花 一治 

      企画政策課長補佐    小林 繁雄 

      企画政策課政策企画室長 高畑 圭一 

      企画政策課副主任主査  須藤 秀治 

      企画政策課副主査    菅野 学 

№ 区  分 氏  名 備  考 

22 

 

市職員 

 

 

原 隆雄 総務部総務課長補佐        （事務局） 

23 五十嵐 八重子 市民部保健課長補佐兼保健センター所長 

24 小汲 康浩 産業部農林課長補佐  

25 齋藤 進 建設部下水道課長補佐 

26 大塚 哲弥 教育部学校教育課長補佐 



グループ討議の成果 

「その他」の項目について （事務局修正案）              

区分（大項目） 区分（小項目） 規定する内容・方向性 備 考 

前文   ・自然、歴史、伝統を重んじる 

・郷土を愛する心を育む 

・自然を守り次世代に残せる環境づくり Ⓑ 

・自然を大切にする。 

 

・これまでの市民憲章（旧五市町村）から、キーワードとなる文言を Ⓐ 

文章化する。   

・自治は住民が主体である    自治は市民が主権者 Ⓐ 

・市民が主体 

・自然との共生    自然との共生という意味で包含する  Ⓑ 

・自然エネルギー 

・地域の絆 

・一人、ひとりの人権を尊重するⒸ  「自治は市民が主体者」に包含 

・市民は主権者 Ⓒ 

 

  ※ 市民と住民は表現を統一する。ここでは市民に統一する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前文は条例制定の由来や背景、趣旨、

制定者の決意などを述べたもの。 

 自治基本条例では、ほぼ、標準で規定

されている。 

基本理念については、前文に書かれる内

容と重複することも想定される。そのた

め、基本理念の内容を前文に包含し前文

にまとめたい。 

 



総則 

※条例の目的や用

語の定義などは、一

般に「総則」という

項目でまとめられ

ている場合が多い。 

 

 

 

この条例の目的  ・市民の幸せ 

・住民満足の向上に努める Ⓑ 

・市の一体感 

 

 

条例の位置付け 

（最高規範性） 

・困った時のよりどころ                    Ⓐ 

・自主性・自立性が尊重される権利               Ⓑ 

・自治基本条例は最高規範である                Ⓑ 

・自治基本条例は市の最高法規                 Ⓒ 

見出しの一般的なもの 

・条例の位置付け 

・最高法規性 

・条例の尊重  に大別される。 

用語の定義 ・「住民自治」の定義を明確に定義する 

・「行政の意義」基本的には市民生活全般の支援者        Ⓑ 

 

☞ 「行政」の関連項目で確認済み 

基本原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民自治の原則 ・行政の役目は、補完、支援を行うこと → 説明        Ⓐ 

・基本原則に「行政」の役割と責務の総論的な文言を入れる    Ⓑ 

基本原則は、まちづくりの進め方やつく

り方についての大原則を規定するもの

である。 

 

 

情報共有の原則 ・まちづくりに関することの情報共有               Ⓐ 

・まちづくりや地域コミュニティに関することの情報共有（市民同士）Ⓐ 

 

参画の原則 ・市民がまちづくりに参画する機会の保障             Ⓐ 

・男女の参加機会を均等化する → 説明             Ⓑ 

・市民が主体的にまちづくりに参画できる。            Ⓒ 

 

協働の原則 ・地域コミュニティ同士の協働 

・市民と行政との協働 Ⓐ 

・地域コミュニティの維持尊重                  Ⓑ 

・市民、行政、議会が協働してまちづくり             Ⓒ 

 

地域尊重の原則 

 

 

 

 

・地域コミュニティとその自立性、自主性の尊重          Ⓐ 



基本原則  ・市民生活を守る 

・生命を守る 

・平和な世の中 

・消防、病院、警察           Ⓒ  Ⓒ   

・食糧の確保 → 安全・安心できる水 

・秩序を守る、福祉の向上 

 

この項目は、基本原則というより行政の

役割ではないか？ 

 

   行政の役割へ 

（行政） ・評価、財務、政策、法務の基本的な事務について規定する     Ⓒ 

 

 

   行政の役割へ 

 

 

連携・協力  ・Iターン 

・行政、議会、市民の連携     Ⓒ 

・広域との連携、協力        

※ 広域とは、他市町村を含め広い意味で扱う。 

連携・協力の項目では、一般に、市外の

人々、他の自治体、国との連携に関する

規定がほとんどである。 

地域コミュニティや男女の参加機会の

均等化は、むしろ基本原則で規定すべき

ではないか。 

Bグループ 

・地域コミュニティの維持尊重 

 

  協働の原則へ分類 

 

・男女参加機会の均等化 

 

参画の原則へ分類 

 

 

 

 

 

市民の安全安心を守る 



条例の見直し  ・情勢の変化（情勢の変化のたびに見直しは必要）  Ⓑ 

 

 

情勢の変化に伴って必要な場合は見直しをする。 

 

・検証機関の常設    検証機関を設置することができる  Ⓑ 

                   

・市長及び議会は４年以内に見直しをする            Ⓒ 

 

 

 

 

 


